
 

 

 

平成２２年１２月２２日 

消 防 庁 

 

消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（案）等に対する
意見募集の結果 

消防庁では、消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（案）等の内容について、

平成 22 年 10 月 20 日から平成 22 年 11 月 18 日までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、

16 件の御意見をいただきました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめま

したので、公表します。 

 

１ 改正内容 

今回の消火器の技術上の規格を定める省令等の主な改正事項は、以下のとおりです。 

(1) 近年発生している老朽化消火器の破裂事故にかんがみ、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の

連絡先等の安全上の注意事項等について表示を義務付けることとする。 

(2) 改正規格省令の施行（平成 23 年１月１日）の際、改正前の規格に基づき既に防火対象物に設

置されている消火器等について、施行後 11 年間は特例として設置を認めることとする。 

(3) 改正規格省令の施行日以降に工事を開始した防火対象物について、施行後１年間は改正前の規

格に適合する消火器の設置を可能とすることとする。 

(4) 消火器の点検基準について、蓄圧式消火器の内部及び機能点検の開始時期を製造後３年から５

年に改めるとともに、製造年から 10 年を経過した消火器に対する耐圧性能点検を義務付けるこ

ととする。（省令案及び告示案の概要は別紙１のとおりです。） 

 

２ 意見募集の結果 

省令案等について、平成 22 年 10 月 20 日から平成 22 年 11 月 18 日までの間、意見を募集したとこ

ろ、16 件の御意見をいただきました。 

 

 

消防庁では、意見公募手続の実施結果等も踏まえて検討し、以下の省令等を平成 22 年 12 月 22 日

に公布しました。 

(1) 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成 22 年総務省令第 111 号） 

(2) 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成 22 年総務省令第 111 号）の

施行に伴う消防法施行令第30条第２項及び危険物の規制に関する政令第22条第２項の技術上の

基準に関する特例を定める省令（平成 22 年総務省令第 112 号） 

(3) 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成 22 年総務省令第 111 号）の

施行に伴う消防法施行令第30条第２項及び危険物の規制に関する政令第22条第２項に規定する

総務大臣が定める日を定める件（平成 22 年総務省告示第 440 号） 

(4) 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定め

る件の一部を改正する件（平成 22 年消防庁告示第 24 号） 

 

 

３ 省令等の公布 

（事務連絡先）総務省消防庁予防課  

（担当：滝補佐、永渕事務官） 

TEL ０３－５２５３－７５２３（直通）

FAX ０３－５２５３－７５３３ 



 

 

消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令等について 

平成２２年１２月 

消 防 庁 予 防 課 

 

１ 消火器の技術上の規格を定める省令の一部改正 

 【改正概要】 

近年発生している消火器の破裂事故にかんがみ、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の

連絡先等の安全上の注意事項等について表示を義務付けることとする。 

【改正理由】 

昨年９月に大阪市で発生した消火器の破裂事故等を踏まえ、消防庁では「予防行政のあ

り方に関する検討会」を開催し、老朽化消火器による危害防止の観点から調査・検討を進

めてきたところであり、平成 22年７月、今後講ずべき安全対策について報告書が取りまと

められた。 

当該報告では、消火器の破裂事故は保守管理が不十分であったことにより、経年に伴っ

て腐食が進んだものを操作、廃棄処理等する際に主として発生していることから、消火器

の製造から廃棄に至るまでの各段階において、対策を進めることが必要とされた。 

これを受け、消火器に安全上の注意事項等について表示を義務づけるため、消火器の技

術上の規格を定める省令（昭和 39年自治省令第 27号）の所要の改正を行うものである。 

【改正内容】 

（１） 住宅用以外の消火器の表示すべき事項に次の事項を追加する。（第 38条関係） 

・住宅用消火器でない旨 

・加圧式の消火器又は蓄圧式の消火器の区別 

・標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができ 

る標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限 

・使用時の安全な取扱いに関する事項 

・維持管理上の適切な設置場所に関する事項 

・点検に関する事項 

・廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項 

・消火器が適応する火災の絵表示（国際規格に準じたもの）等を図示 

（２） 住宅用消火器の表示すべき事項に次の事項を追加する。（第 44条関係） 

・住宅用消火器である旨 

・使用時の安全な取扱いに関する事項 

・維持管理上の適切な設置場所に関する事項 

・点検に関する事項 

・廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項 

（３） 交換式消火器の表示すべき事項に次の事項を追加する。（第 51条関係） 

・廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項 

【施行期日】 

平成 23年１月１日 

 

 

別紙１ 



 

 

２ 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成 22 年総務省令

第 111 号）の施行に伴う消防法施行令第 30 条第２項及び危険物の規制に関する政

令第 22条第２項の技術上の基準に関する特例を定める省令の制定 

 【省令概要】 

消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成 22 年総務省令第   

号。以下「改正規格省令」という。）の施行の際、改正前の規格に基づき既に防火対象物に

設置されている消火器等について、施行後 11年間は特例として設置を認めることとする。 

 【制定理由】 

消火器は消防用機械器具等の技術上の規格に適合しなければならないこととされている

ため、消火器の技術上の規格が改正された場合には、改正規格省令の施行又は適用の際、

現に存する防火対象物又は新築等の工事中の防火対象物に設置されている消火器について

も原則として改正後の規格に適合しなければならないこととなる。 

しかし、今回の規格の改正は主として消火器の表示に関する改正であり、消火器そのも

のの性能に関するものではないこと、消火器メーカー等により安全上の注意事項について

の広報活動を行う予定であること、また一般的に消火器は 10年程度使用されていること等

を踏まえ、改正規格省令の施行の際、既に設置されている消火器について施行日から 11年

間（３により新築等の工事等に改正後の規格に適合する消火器を供用できる日として定め

る日から 10年間）は設置を認める特例を定めるものである。 

 【省令内容】 

改正規格省令の施行の際、現に存する防火対象物における消火器又は現に新築等の工事

中の防火対象物に係る消火器で、平成 23年１月１日前の消火器の技術上の規格に係る型式

承認を受けているものについて、施行日（平成 23 年 1 月 1 日）より 11 年間は消防用設備

等の基準に適合しているものとする。 

【施行期日】 

改正規格省令の施行の日（平成 23年 1月 1日） 

 

３ 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成 22 年総務省令

第 111 号）の施行に伴う消防法施行令第 30 条第２項及び危険物の規制に関する政

令第 22条第２項に規定する総務大臣が定める日を定める件の制定 

 【告示概要】 

改正規格省令の施行日以降に工事を開始した防火対象物について、施行後１年間は改正

前の規格に適合する消火器の設置を可能とすることとする。 

 【制定理由】 

消火器の技術上の規格が改正された場合、改正規格省令の施行日以降に、新築等の工事

を開始した防火対象物に係る消防用機械器具等については、原則として改正後の規格に適

合しなければならないこととなる。 

しかし、改正後の規格に適合するものが市場に広く流通するまでの間は、防火対象物に

設置すべき適当な消火器が必ずしも入手できる環境にはないと見込まれることから、改正規

格省令の施行日から、改正後の規格に適合する消火器が広く流通し供用することができる日

として総務大臣が定める日の前日までの間に新築等の工事が開始された防火対象物につい

て、改正前の規格に適合する消火器の設置を可能とするものである。 



 

 

 【告示内容】 

改正規格省令に適合する消火器を供用できる日として総務大臣が定める日を平成24年１

月１日とし、改正規格省令の施行日以降、平成 23年 12月 31日までに新築等の工事を開始

した防火対象物に係る消火器で、平成 23年１月１日前の消火器の技術上の規格に係る型式

承認を受けているものについて、施行日（平成 23 年１月１日）より 11 年間は消防用設備

等の基準に適合しているものとする。 

 

４ 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票

の様式を定める件の一部改正 

 【改正概要】 

   近年発生している消火器の破裂事故にかんがみ、消火器の点検基準について、蓄圧式消

火器の内部及び機能点検の開始時期を製造後３年から５年に改めるとともに、製造年から

10 年を経過した消火器に対する耐圧性能点検を義務付けることとする。 

 【改正理由】 

昨年９月に大阪市で発生した消火器の破裂事故等を踏まえ、消防庁では「予防行政のあ

り方に関する検討会」を開催し、老朽化消火器による危害防止の観点から調査・検討を進

めてきたところであり、平成 22年７月、今後講ずべき安全対策について報告書が取りまと

められた。 

当該報告では、消火器の破裂事故は保守管理が不十分であったことにより、経年に伴っ

て腐食が進んだものを操作、廃棄処理等する際に主として発生していることから、消火器

の製造から廃棄に至るまでの各段階において、対策を進めることが必要とされた。 

これを受け、消火器の点検について海外の例等を踏まえ内容を充実するため、消防用設

備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件

（昭和 50年消防庁告示第 14号）の一部の改正を行うものである。 

 【改正内容】 

（１） 現在、製造年から３年を経過したものについて行うこととしている消火器の内部及

び機能点検について、蓄圧式の消火器（二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除

く。）にあっては、製造年から５年を経過したものについて実施することとする。 

（２） 消火器（二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。）のうち製造年から10

年を経過したもの又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたも

のについて、耐圧性能点検を実施することとする。 

【施行期日】 

平成 23年４月１日 

（施行後３年間、耐圧性能点検については、製造後 10年を経過し、外形の点検において腐

食等がなかった消火器は、抜取り方式により実施することができることとする。） 
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【消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（案）等についての御意見及び御意見に対

する考え方】 

番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 

No.1 

「住宅用消火器でない旨」を

表示した場合、住宅用消火器

以外の消火器を住宅に設置し

てはいけないように受け取ら

れるおそれがあるが、住宅用

消火器以外の消火器を住宅に

設置し、使用しても差し支え

ないのではないか。 

破裂事故による被害発生の可能性が相対的に小さい

「住宅用消火器」とそれ以外の消火器の区別を消費

者にわかりやすくするため、明確な表示を義務付け

ることとしたものであり、住宅用消火器以外の消火

器を住宅へ設置することを妨げるものではありませ

ん。 

No.2 

消火薬剤の量が多い住宅用消

火器以外の蓄圧式の消火器に

ついても「住宅用消火器でな

い旨」を表示しなければなら

ないこととされているが、住

宅への設置ができないものと

誤解される可能性があるた

め、「住宅用消火器でない旨」

の表示は、老朽化又は整備不

良が原因で破裂事故が起こっ

ている加圧式の消火器に限定

すべきである。 

破裂事故等は加圧式の消火器だけでなく、蓄圧式の

消火器であっても発生する可能性があることから、

蓄圧式の消火器も含めた規格の改正が必要であると

考えます。また、「住宅用消火器」とそれ以外の蓄圧

式の消火器では、操作性、構造等の違いがあること

から、その区別を消費者にわかりやすく表示するこ

とを義務付けることとしていますが、今回の省令改

正は、住宅用消火器以外の消火器を住宅へ設置する

ことを妨げるものではありません。 

No.3 

設計標準使用期間の表示の大

きさや表示をする位置を明確

に定めるとともに、腐食した

消火器が破裂する危険性を絵

表示などにより、大きく表示

すべきではないか。 

消火器にはその見やすい位置に簡明な表示をしなけ

ればならないことを定めており、設計標準使用期間

に関する表示を含め、消防用機器等の検定制度にお

ける型式試験において、表示が明瞭であることを確

認することとしています。また、今回の改正により、

使用時の安全な取扱いに関する事項を表示すること

についても義務付けることとしています。 

No.4 

「標準的な使用条件の下で使

用した場合に安全上支障がな

く使用することができる標準

的な期間又は期限として設計

上設定される期間又は期限」

では、抽象的で具体的にどの

消防法上、設置が義務付けられている事業所等に設

置される消火器は、定期点検が義務付けられている

ため、当該点検において異常がなく、良好な状態で

維持管理されていれば、使用し続けることが可能で

す。そのため、期限を経過することにより消火器と

して使用できなくなる意である「使用期限」という

別紙２ 
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ように表示したら良いか不明

であり、あいまいでばらつき

がある表示になる恐れがある

ため、消火器として使用でき

なくなる「使用期限」を明確

に表示すべきと考える。 

概念を法令で定めることは適切ではないと考えま

す。 

No.5 

点検報告制度の対象となる防

火対象物に設置された消火器

は、有資格者による点検にお

いて異常がなければ何年でも

設置が可能であるので、使用

期間又は期限についての表示

を義務付ける必要はあるの

か。また、点検報告の義務付

けがない住宅用消火器に表示

を義務付けるべきではないの

か。 

住宅用消火器以外の消火器は、定期点検義務がない

住宅に設置されることもありますので、安全上支障

がなく使用することができる期間を表示することと

したものです。住宅用消火器については、使用者の

安全に配慮して、従来から使用期間又は使用期限に

関する事項について表示することとしています。 

No.6 

改正前の規格により適合した

消火器はいつまで販売できる

のか。また、消防法により設

置が義務付けられている防火

対象物で、既に設置されてい

る改正前の規格に適合した消

火器は、いつまで改正後の規

格に適合した消火器と同等と

されるのか。 

改正前の規格に係る型式承認を受けている消火器

は、平成 23年 12月 31日まで販売し新たに設置する

ことができます。また、平成 23年 12月 31日までに

設置された改正前の規格に適合した消火器について

は、平成 33年 12月 31日まで、特例により技術上の

規格に適合することとしております。 

No.7 

定期的に点検されれば事故は

起きないので規格の改正は不

要ではないか。 

消火器は、消防法による点検の義務が課せられない

住宅等に設置されることもあるため、消火器全てに

安全上の注意事項について表示が行われるよう規格

の改正を行うこととしています。 

No.8 

消火器に加圧式と蓄圧式の別

を表示しても一般消費者はわ

からないのではないか。 

加圧式と蓄圧式の違いについては、関係団体等のホ

ームページにおいて、分かりやすく解説されていま

すので、その区別が表示されることは消費者に対し

有益なものと考えます。 

No.9 住宅用消火器は、消防法によ 住宅用消火器は、消火器のうち、住宅における使用
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り設置が義務付けられた防火

対象物に設置できない旨を表

示すべきではないか。 

に限り適した構造及び性能を有するものとしていま

すが、「特定共同住宅等における必要とされる防火安

全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省

令」（平成１７年総務省令第４０号）により、消火器

の設置義務がある共同住宅においても設置が可能と

されています。 

No.10 

耐圧性能点検は、老朽化消火

器の破裂事故等が発生した場

合に想定される被害の大きさ

に比べてコストが大きく、当

該点検の義務付けは必要ない

のではないか。 
また、製造年から１０年を経

過した消火器又は外形点検で

腐食等が認められた消火器に

限り、交換することにより、

耐圧性能点検は不要とするべ

きではないか。 
さらに、蓄圧式の消火器は、

劣化しても圧力が抜け破裂事

故が発生する可能性が低いと

考えられることから、耐圧点

検は不要とするべきではない

か。 

老朽化消火器の破裂事故等は、人的被害に結びつく

可能性があることから、今回、国際規格や海外の事

例において耐圧性能点検を義務付けていることを参

考に専門家の間で検討された結果（「予防行政のあり

方に関する検討会」報告書（平成 22年 7月））を踏

まえて行うこととしています。 

No.11 

消火器の内部及び機能点検

は、キャップを開放して点検

することから、不純物が混入

したり、湿気を帯びる恐れが

あるため、当該点検は不要で

はないか。 
また、蓄圧式の消火器は破裂

する危険性が極めて低いこと

から、内部及び機能点検は不

要ではないか。 

消火器の内部及び機能点検は、破裂の危険性を防止

するだけでなく、本体容器の内面、消火薬剤の性状

や量、機器等について異常の有無を確認し、一定以

上の性能を確保するために必要であると考えます。

なお、今回の改正により、蓄圧式の消火器にあって

は、内部及び機能点検の開始時期を製造後３年から

５年に改めることとしています（今後、安全性や機

能等に優れた消火器が開発された場合には、点検内

容や期間について検討していく必要があると考えま

す）。 

No.12 
消防法施行令第３０条第２項

及び危険物の規制に関する政

今回の改正は、使用者が消火器を適切に維持管理し、

使用し及び廃棄することにより、老朽化消火器によ
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令第２２条第２項の技術上の

基準に関する特例を定める省

令により、改正前の規格に適

合した消火器は１１年間の設

置の特例を認めているが、消

防法によって設置が義務付け

られている消火器は点検で不

合格となるまで設置を認める

べきと考えられる。 

る事故等を防止するため、消火器に安全上の注意事

項等について表示を義務付けたものです。 
この趣旨から、既に設置されている改正前の規格に

係る型式承認を受けている消火器でも、一定の猶予

期間の後に、新規格に適合する表示がなされた消火

器への更新を求めることとしています。 

No.13 

今回の改正に伴い、消防用設

備等点検結果報告書に添付す

る点検票の様式の他に、点検

履歴一覧表を加えるべき。 

点検を行った結果については、消防法施行規則第４

条の２の４第２項において、防火管理維持台帳に記

録するとともに、これを保存しなければならないと

されており、ご指摘の一覧表の作成を義務付ける必

要はないと考えます。 

No.14 

蓄圧式の消火器でも破裂事故

が発生しているので、蓄圧式

の消火器の内部及び機能点検

の開始時期を製造後３年から

５年にする理由はないのでは

ないか。 

経年劣化に伴う破裂事故については、常時圧力が蓄

えられている蓄圧式の消火器の方が、放射操作時に

本体容器が急激に加圧される加圧式の消火器と比較

して、人的被害につながる危険性が低いものと考え

られます。今回の改正は、こうした観点に立って、

国際規格や海外の事例を参考に専門家の間で検討さ

れた結果（「予防行政のあり方に関する検討会」報告

書（平成 22年 7月））を踏まえて行うこととしたも

のです。 

No.15 

錆びにくい塗装や材料を使用

した消火器は点検を緩和すべ

きではないか。 

現在までの技術的な知見では、錆びにくい材料によ

って、どれくらいの点検期間の緩和ができるかにつ

いて判断することは困難であると考えます。 

No.16 

改正前の規格により型式承認

された消火器と改正後の規格

により型式承認された消火器

についての点検基準は同じで

あるのか。 

お見込みのとおりです。 
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○
総
務
省
令
第
百
十
一
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
火
器
の
技
術
上
の
規
格

を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
表
示
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
十
七
号
中
ハ
を
チ
に
改
め
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。ハ

標
準
的
な
使
用
条
件
の
下
で
使
用
し
た
場
合
に
安
全
上
支
障
が
な
く
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
標
準
的
な
期
間
又
は

期
限
と
し
て
設
計
上
設
定
さ
れ
る
期
間
又
は
期
限

ニ

使
用
時
の
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ホ

維
持
管
理
上
の
適
切
な
設
置
場
所
に
関
す
る
事
項



- 2 -

ヘ

点
検
に
関
す
る
事
項

ト

廃
棄
時
の
連
絡
先
及
び
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

第
三
十
八
条
第
一
項
中
第
十
七
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

住
宅
用
消
火
器
で
な
い
旨

三

加
圧
式
の
消
火
器
又
は
蓄
圧
式
の
消
火
器
の
区
別

第
三
十
八
条
第
四
項
中
「
円
形
の
標
識
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

Ａ
火
災
（
電
気
火
災
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
つ
て
は
「
普
通
火
災
用
」

と
、
Ｂ
火
災
（
電
気
火
災
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
つ
て
は
「
油
火
災
用
」
と
、
電
気
火
災
に

適
応
す
る
消
火
器
に
あ
つ
て
は
「
電
気
火
災
用
」
と
そ
れ
ぞ
れ
明
瞭
に
表
示
し
、
併
せ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
適

応
す
る
火
災
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
中
欄
に
掲
げ
る
絵
表
示
を
、
下
欄
に
掲
げ
る
絵
表
示
の
色
で
表
示
す
る
こ
と
。
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火
災
の
区
分

絵
表
示

絵
表
示
の
色

炎
は
赤
色
、
可
燃
物
は

Ａ
火
災

黒
色
と
し
、
地
色
は
白

色
と
す
る
。

炎
は
赤
色
、
可
燃
物
は

Ｂ
火
災

黒
色
と
し
、
地
色
は
黄

色
と
す
る
。

電
気
の
閃
光
は
黄
色
と

電
気
火
災

し
、
地
色
は
青
色
と
す

る
。

二

前
号
の
絵
表
示
の
大
き
さ
は
、
充
て
ん
す
る
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量
が
、
二
リ
ッ
ト
ル
又
は
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の

も
の
に
あ
つ
て
は
半
径
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
二
リ
ッ
ト
ル
又
は
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
半
径
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一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
き
さ
と
す
る
。

第
三
十
八
条
第
四
項
第
三
号
中
「
黒
色
で
」
及
び
「
白
色
で
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
削
る
。

第
四
十
四
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

水
消
火
器
、
強
化
液
消
火
器
、
泡
消
火
器
又
は
粉
末
消
火
器
の
区
別

第
四
十
四
条
第
十
三
号
中
イ
か
ら
ホ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

指
示
圧
力
計
に
関
す
る
事
項

ロ

使
用
期
間
又
は
使
用
期
限
に
関
す
る
事
項

ハ

消
火
剤
の
再
充
て
ん
が
で
き
な
い
旨

ニ

使
用
時
の
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ホ

維
持
管
理
上
の
適
切
な
設
置
場
所
に
関
す
る
事
項

第
四
十
四
条
第
十
三
号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

点
検
に
関
す
る
事
項

ト

天
ぷ
ら
油
火
災
に
関
す
る
事
項
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チ

廃
棄
時
の
連
絡
先
及
び
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

リ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

第
四
十
四
条
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

二

住
宅
用
消
火
器
で
あ
る
旨

第
五
十
一
条
第
六
号
中
ロ
を
ハ
に
改
め
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

廃
棄
時
の
連
絡
先
及
び
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
日
本
消
防
検
定
協
会
又
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十

一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
消
防
用
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
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験
を
申
請
し
て
い
る
消
火
器
に
係
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
消
火
器
に
係
る
型
式
承
認
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
型
式
承
認
を
受
け
た
消
火
器
に
係
る
型
式
承
認
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

○

消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
表
示

）

（
表
示
及
び
標
識
）

第
三
十
八
条

消
火
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

第
三
十
八
条

消
火
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

水
消
火
器
、
酸
ア
ル
カ
リ
消
火
器
、
強
化
液
消
火
器
、
泡
消
火
器
、
ハ

一

水
消
火
器
、
酸
ア
ル
カ
リ
消
火
器
、
強
化
液
消
火
器
、
泡
消
火
器
、
ハ

ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
器
、
二
酸
化
炭
素
消
火
器
又
は
粉
末
消
火
器
の
区
別

ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
器
、
二
酸
化
炭
素
消
火
器
又
は
粉
末
消
火
器
の
区
別

二

住
宅
用
消
火
器
で
な
い
旨

三

加
圧
式
の
消
火
器
又
は
蓄
圧
式
の
消
火
器
の
区
別

四

使
用
方
法
（
手
さ
げ
式
の
消
火
器
及
び
据
置
式
の
消
火
器
に
あ
つ
て
は

二

使
用
方
法
（
手
さ
げ
式
の
消
火
器
及
び
据
置
式
の
消
火
器
に
あ
つ
て
は

、
併
せ
て
図
示
す
る
こ
と
。
）

、
併
せ
て
図
示
す
る
こ
と
。
）

五

使
用
温
度
範
囲

三

使
用
温
度
範
囲

六

Ｂ
火
災
（
変
圧
器
、
配
電
盤
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
電
気
設
備
の
火

四

Ｂ
火
災
（
変
圧
器
、
配
電
盤
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
電
気
設
備
の
火

災
（
以
下
「
電
気
火
災
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又
は
電
気
火
災
に
使

災
（
以
下
「
電
気
火
災
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又
は
電
気
火
災
に
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
消
火
器
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

用
し
て
は
な
ら
な
い
消
火
器
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

七

Ａ
火
災
又
は
Ｂ
火
災
に
対
す
る
能
力
単
位
の
数
値

五

Ａ
火
災
又
は
Ｂ
火
災
に
対
す
る
能
力
単
位
の
数
値

八

放
射
時
間

六

放
射
時
間

九

放
射
距
離

七

放
射
距
離
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十

製
造
番
号

八

製
造
番
号

十
一

製
造
年

九

製
造
年

十
二

製
造
者
名

十

製
造
者
名

十
三

型
式
番
号
（
自
動
車
用
消
火
器
を
除
く
。
）

十
一

型
式
番
号
（
自
動
車
用
消
火
器
を
除
く
。
）

十
四

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
試
験
に
用
い
た
圧
力
値

十
二

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
試
験
に
用
い
た
圧
力
値

十
五

安
全
弁
の
作
動
圧
力
値

十
三

安
全
弁
の
作
動
圧
力
値

十
六

充
て
ん
さ
れ
た
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量

十
四

充
て
ん
さ
れ
た
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量

十
七

総
質
量
（
充
て
ん
さ
れ
た
消
火
剤
を
容
量
で
表
わ
す
も
の
を
除
く
。

十
五

総
質
量
（
充
て
ん
さ
れ
た
消
火
剤
を
容
量
で
表
わ
す
も
の
を
除
く
。

）

）

十
八

ホ
ー
ス
の
有
効
長
（
据
置
式
の
消
火
器
に
限
る
。
）

十
六

ホ
ー
ス
の
有
効
長
（
据
置
式
の
消
火
器
に
限
る
。
）

十
九

取
扱
い
上
の
注
意
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

十
七

取
扱
い
上
の
注
意
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

標
準
的
な
使
用
条
件
の
下
で
使
用
し
た
場
合
に
安
全
上
支
障
が
な
く

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
標
準
的
な
期
間
又
は
期
限
と
し
て
設
計
上
設

定
さ
れ
る
期
間
又
は
期
限

ニ

使
用
時
の
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ホ

維
持
管
理
上
の
適
切
な
設
置
場
所
に
関
す
る
事
項

へ

点
検
に
関
す
る
事
項

ト

廃
棄
時
の
連
絡
先
及
び
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

チ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

ハ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

消
火
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

４

消
火
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
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り
、
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
、
円
形
の
標
識
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

Ａ
火
災
（
電
気
火
災
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適

一

充
て
ん
す
る
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量
が
、
二
リ
ッ
ト
ル
又
は
三
キ
ロ

応
す
る
消
火
器
に
あ
つ
て
は
「
普
通
火
災
用
」
と
、
Ｂ
火
災
（
電
気
火
災

グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
半
径
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
二
リ

を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
つ
て
は
「
油
火
災
用

ッ
ト
ル
又
は
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
こ
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
半
径
一
・
五
セ

」
と
、
電
気
火
災
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
つ
て
は
「
電
気
火
災
用
」
と

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
き
さ
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
明
瞭
に
表
示
し
、
併
せ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
適
応
す

る
火
災
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
中
欄
に
掲
げ
る
絵
表
示
を
、
下
欄
に

掲
げ
る
絵
表
示
の
色
で
表
示
す
る
こ
と
。

火
災
の
区
分

絵
表
示

絵
表
示
の
色

炎
は
赤
色
、
可
燃
物
は

Ａ
火
災

黒
色
と
し
、
地
色
は
白

色
と
す
る
。

炎
は
赤
色
、
可
燃
物
は

Ｂ
火
災

黒
色
と
し
、
地
色
は
黄

色
と
す
る
。

電
気
の
閃
光
は
黄
色
と

電
気
火
災

し
、
地
色
は
青
色
と
す

る
。
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二

前
号
の
絵
表
示
の
大
き
さ
は
、
充
て
ん
す
る
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量

二

Ａ
火
災
（
電
気
火
災
を
除
く
。
）
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
っ
て
は
「

が
、
二
リ
ッ
ト
ル
又
は
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
半
径
一

普
通
火
災
用
」
と
黒
色
で
、
Ｂ
火
災
（
電
気
火
災
を
除
く
。
以
下
同
じ
。

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
二
リ
ッ
ト
ル
又
は
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も

）
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
っ
て
は
「
油
火
災
用
」
と
黒
色
で
、
電
気
火

の
に
あ
つ
て
は
半
径
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
き
さ
と
す
る
。

災
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
っ
て
は
「
電
気
火
災
用
」
と
白
色
で
、
そ
れ

ぞ
れ
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と
。

三

ノ
ズ
ル
の
切
替
え
に
よ
り
適
応
す
る
火
災
の
区
分
が
異
な
る
こ
と
と
な

三

ノ
ズ
ル
の
切
替
え
に
よ
り
適
応
す
る
火
災
の
区
分
が
異
な
る
こ
と
と
な

る
消
火
器
に
あ
っ
て
は
、
Ｂ
火
災
に
適
応
す
る
ノ
ズ
ル
の
場
合
は
「
○
○

る
消
火
器
に
あ
っ
て
は
、
Ｂ
火
災
に
適
応
す
る
ノ
ズ
ル
の
場
合
は
「
○
○

ノ
ズ
ル
の
場
合
は
、
油
火
災
用
」
と

、
電
気
火
災
に
適
応
す
る
ノ

ノ
ズ
ル
の
場
合
は
、
油
火
災
用
」
と
黒
色
で
、
電
気
火
災
に
適
応
す
る
ノ

ズ
ル
の
場
合
は
「
○
○
ノ
ズ
ル
の
場
合
は
、
電
気
火
災
用
」
と

、

ズ
ル
の
場
合
は
「
○
○
ノ
ズ
ル
の
場
合
は
、
電
気
火
災
用
」
と
白
色
で
、

そ
れ
ぞ
れ
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と
。

そ
れ
ぞ
れ
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と
。

四

前
二
号
の
文
字
以
外
の
部
分
は
、
普
通
火
災
用
に
あ
っ
て
は
白
色
で
、

油
火
災
用
に
あ
っ
て
は
黄
色
で
、
電
気
火
災
用
に
あ
っ
て
は
青
色
で
仕
上

げ
る
こ
と
。

（
表
示
）

（
表
示
）

第
四
十
四
条

住
宅
用
消
火
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
次
の
各
号
に
掲

第
四
十
四
条

住
宅
用
消
火
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

水
消
火
器
、
強
化
液
消
火
器
、
泡
消
火
器
又
は
粉
末
消
火
器
の
区
別

一

住
宅
用
水
消
火
器
、
住
宅
用
強
化
液
消
火
器
、
住
宅
用
泡
消
火
器
又
は

住
宅
用
粉
末
消
火
器
の
区
別

二

住
宅
用
消
火
器
で
あ
る
旨

三

使
用
方
法
（
併
せ
て
図
示
す
る
こ
と
。
）

二

使
用
方
法
（
併
せ
て
図
示
す
る
こ
と
。
）
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四

使
用
温
度
範
囲

三

使
用
温
度
範
囲

五

適
応
火
災
の
絵
表
示
（
次
の
よ
う
に
図
示
す
る
こ
と
。
）

四

適
応
火
災
の
絵
表
示
（
次
の
よ
う
に
図
示
す
る
こ
と
。
）

六

放
射
時
間

五

放
射
時
間

七

放
射
距
離

六

放
射
距
離

八

製
造
番
号

七

製
造
番
号

九

製
造
年

八

製
造
年

十

製
造
者
名

九

製
造
者
名

十
一

型
式
番
号

十

型
式
番
号

十
二

充
て
ん
さ
れ
た
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量

十
一

充
て
ん
さ
れ
た
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量

十
三

ホ
ー
ス
の
有
効
長
（
据
置
式
の
消
火
器
に
限
る
。
）

十
二

ホ
ー
ス
の
有
効
長
（
据
置
式
の
消
火
器
に
限
る
。
）

十
四

取
扱
い
上
の
注
意
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

十
三

取
扱
い
上
の
注
意
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

指
示
圧
力
計
に
関
す
る
事
項

イ

使
用
期
間
又
は
使
用
期
限
に
関
す
る
事
項

ロ

使
用
期
間
又
は
使
用
期
限
に
関
す
る
事
項

ロ

指
示
圧
力
計
に
関
す
る
事
項

ハ

消
火
剤
の
再
充
て
ん
が
で
き
な
い
旨

ハ

天
ぷ
ら
油
火
災
に
関
す
る
事
項

ニ

使
用
時
の
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ニ

消
火
剤
の
再
充
て
ん
が
で
き
な
い
旨

ホ

維
持
管
理
上
の
適
切
な
設
置
場
所
に
関
す
る
事
項

ホ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

ヘ

点
検
に
関
す
る
事
項

ト

天
ぷ
ら
油
火
災
に
関
す
る
事
項

チ

廃
棄
時
の
連
絡
先
及
び
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

リ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

（
表
示
）

（
表
示
）
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第
五
十
一
条

交
換
式
消
火
器
の
本
体
容
器
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

第
五
十
一
条

交
換
式
消
火
器
の
本
体
容
器
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

取
扱
い
上
の
注
意
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

六

取
扱
い
上
の
注
意
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

廃
棄
時
の
連
絡
先
及
び
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ハ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

ロ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）
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○
総
務
省
令
第
百
十
二
号

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
三
十
条
第
二
項
及
び
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十

四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
百
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
う
消
防
法
施
行
令
第
三
十
条
第
二
項
及
び
危
険
物
の
規
制

に
関
す
る
政
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
百
十
一
号
）
の
施

行
に
伴
う
消
防
法
施
行
令
第
三
十
条
第
二
項
及
び
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
技
術
上
の
基

準
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
省
令

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
防
用
機
械
器
具
等
又
は
消
火
設
備
等
に
つ
い
て
、
消
防
法
施
行
令
第
三
十
条
第
二
項
及
び
危
険

物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
の
特
例
及
び
期
間
は
、
同
表
の
中
欄
及

び
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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消
防
用
機
械
器
具
等
又
は
消
火
設
備
等

技
術
上
の
基
準
の
特
例

期

間

平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
前
の
消
火
器
の
技
術
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
前
の
消
火
器
の
技
術

消
火
器

上
の
規
格
に
係
る
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
も
上
の
規
格
に
適
合
す
る
こ
と

十
一
年

の

注
一

型
式
承
認
と
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
の
型
式
承
認
を
い
う
。

二

技
術
上
の
規
格
と
は
、
消
防
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
技
術
上
の
規
格
を
い
う
。

三

期
間
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
百
十
一

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
総
務
省
告
示
第
四
百
四
十
号

消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
百
十
一
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
三
十
条
第
二
項
及
び
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和

三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
日
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
百
十
一

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
二
十
四
号

消
防
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
種
類
及
び
点
検
内
容
に
応
じ
て

行
う
点
検
の
期
間
、
点
検
の
方
法
並
び
に
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
件
（
平
成
十
六
年
消
防

庁
告
示
第
九
号
）
第
二
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消

防
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
を
定
め
る
件
（
昭
和
五
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日

消
防
庁
長
官

久
保

信
保

別
表
第
一

中
「消

火
器
の
う
ち
」
を
「消

火
器

（二
酸
化
炭
素
消
火
器
及
び
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
器
を
除
く

。以

（４）

下
同
じ

。

）の
う
ち
､

」
に
、
「､
設
置
後
１
年

」
を
「設

置
後
１
年
､
蓄
圧
式
の
消
火
器
に
あ
っ
て
は
製
造
年
か
ら

５
年

」
に
、
「､

又
は
消
火
器
の
外
形
の
点
検
に
お
い
て
安
全
栓
､
安
全
栓
の
封
の

」
を
「又

は
消
火
器
の
外
形
の
点

検
に
お
い
て
安
全
栓
､
安
全
栓
の
封
若
し
く
は

」
に
、
「３

年
を
経
過
し
た
も
の
の
う
ち
､
蓄
圧
式
の
消
火
器

（二
酸

化
炭
素
消
火
器
及
び
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
器
を
除
く

。

）及
び
加
圧
式
の
粉
末
消
火
器

」
を
「消

火
器
の
外
形
の
点
検

に
お
い
て
安
全
栓
､
安
全
栓
の
封
又
は
緊
結
部
等
に
異
常
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
う
ち
､
製
造
年
か
ら
３
年
を

経
過
し
た
加
圧
式
の
粉
末
消
火
器
及
び
５
年
を
経
過
し
た
蓄
圧
式
の
消
火
器

」
に
改
め
、
同
表

ソ
中
「二

酸
化
炭
素

（４）

消
火
器
､
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
器
及
び

」
を
削
り
、
同
表
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（５）

（６）

（４）
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(5)
消
火
器
の
耐
圧
性
能

消
火
器
の
う
ち
､
製
造
年
か
ら
１
０
年
を
経
過
し
た
も
の
又
は
消
火
器
の
外
形
の
点
検
に
お
い
て
本
体
容
器
に

腐
食
等
が
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
実
施
す
る
こ
と

。た
だ
し
､
こ
の
点
検
を
実
施
し
て
か
ら
３
年
を
経
過
し

て
い
な
い
も
の
を
除
く

。

ア
本
体
容
器

所
定
の
水
圧
を
か
け
た
場
合
に
お
い
て
､
変
形
､
損
傷
又
は
漏
水
等
が
な
い
こ
と

。

イ
キ
ャ
ッ
プ

所
定
の
水
圧
を
か
け
た
場
合
に
お
い
て
､
変
形
､
損
傷
又
は
漏
水
等
が
な
い
こ
と

。

別
記
様
式
第
一
（
そ
の
２
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式第１                             消火器具（その２） 

消 

火 

器 

の 

内 

部 

等 

・ 

機 

能 

・
内
筒
等 

本
体
容
器 

本 体 容 器          

内 筒 等          

液 面 表 示          

薬
剤 

消
火 

性 状          

消 火 薬 剤 量          

加 圧 用 ガ ス 容 器          

カッター・押し金具          

ホ ー ス          

開閉式ノズル・切替式ノズル          

指 示 圧 力 計          

使用済みの表示装置          

圧 力 調 整 器          

安 全 弁 ・ 減 圧 孔 
（排圧栓を含む。）          

粉 上 り 防 止 用 封 板          

パ ッ キ ン          

サイホン管・ガス導入管          

ろ 過 網          

放 射 能 力          

消 火 器 の 耐 圧 性 能          

火
用
具 

簡
易
消 

外 形          

水 量 等          

備 

考 

 

測
定
機
器 

機 器 名 型 式 校正年月日 製造者名 機 器 名 型 式 校正年月日 製造者名 

        

        

        
 
器 種 名 設 置 数 点 検 数 合 格 数 要 修 理 数 廃 棄 数 

      

      

      

      

      

      

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液

消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。 

   ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
消
防

用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消
防
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
を
定
め
る
件
別
表
第

一

に
定
め
る
消
火
器
の
う
ち
、
製
造
年
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
も
の
（
消
火
器
の
外
形
の
点
検
に
お
い
て
本
体
容

（５）
器
に
腐
食
等
が
認
め
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
抜
取
り
方
式
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
て
、
こ
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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○ 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件 新旧対照表 

消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号） 

 （傍線は改正部分） 

改   正   後 現       行 

別表第１ 消火器具の点検基準 

機器点検 

  次の事項について確認すること。 

(1)～(3) （略） 

(4) 消火器の内部及び機能 

    消火器（二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。以下 

同じ。）のうち、製造年から３年（化学泡消火器にあっては設置後 

１年、蓄圧式の消火器にあっては製造年から５年）を経過したも 

の又は消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封若しくは 

緊結部等に異常が認められたものについて実施すること。この場合 

において、消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封又は緊 

結部等に異常が認められなかったもののうち、製造年から３年を経 

過した加圧式の粉末消火器及び５年を経過した蓄圧式の消火器に 

あっては、抜取り方式により点検を行うことができる。 

  ア～セ （略） 

  ソ 放射能力 

                       車載式の消火器以 

外の消火器については、放射試験を抜取り方式により実施し、放 

射能力に異常がないこと。 

別表第１ 消火器具の点検基準 

機器点検 

  次の事項について確認すること。 

(1)～(3) （略） 

(4) 消火器の内部及び機能 

   消火器のうち                        

        製造年から３年（化学泡消火器にあっては、設置 

後１年                    ）を経過したも 

の、又は消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封の    

緊結部等に異常が認められたものについて実施すること。この場合 

において、３年を経過したもののうち、蓄圧式の消火器（二酸化炭 

素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。）及び加圧式の粉末消火 

器                           に 

あっては、抜取り方式により点検を行うことができる。 

  ア～セ （略） 

ソ 放射能力 

    二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器及び車載式の消火器以 

外の消火器については、放射試験を抜取り方式により実施し、放 

射能力に異常がないこと。 
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(5) 消火器の耐圧性能 

    消火器のうち、製造年から１０年を経過したもの又は消火器の外 

形の点検において本体容器に腐食等が認められたものについて実 

施すること。ただし、この点検を実施してから３年を経過していな 

いものを除く。      

  ア 本体容器 

    所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は漏水等がな 

いこと。 

  イ キャップ 

    所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は漏水等がな 

いこと。 

 (6) 簡易消火用具 

ア～イ （略） 

 

             

                                 

                                 

                                 

         

         

                                 

       

         

                                 

        

(5) 簡易消火用具 

ア～イ （略） 
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○ 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件 新旧対照表 

消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号） 

 （傍線は改正部分） 

改   正   後 現       行 

別記様式第１                             消火器具（その２） 

消 

火 

器 

の 

内 

部 

等 

・ 

機 

能 

・
内
筒
等 

本
体
容
器 

本 体 容 器          

内 筒 等          

液 面 表 示          

薬
剤 

消
火 

性 状          

消 火 薬 剤 量          

加 圧 用 ガ ス 容 器          

カッター・押し金具          

ホ ー ス          

開閉式ノズル・切替式ノズル          

指 示 圧 力 計          

使用済みの表示装置          

圧 力 調 整 器          

安 全 弁 ・ 減 圧 孔 
（排圧栓を含む。）          

粉 上 り 防 止 用 封 板          

パ ッ キ ン          

サイホン管・ガス導入管          

ろ 過 網          

放 射 能 力          

消 火 器 の 耐 圧 性 能          

火
用
具 

簡
易
消 

外 形          

水 量 等          

備 

考 

 

測
定
機
器 

機 器 名 型 式 校正年月日 製造者名 機 器 名 型 式 校正年月日 製造者名 

        

        

        
 
器 種 名 設 置 数 点 検 数 合 格 数 要 修 理 数 廃 棄 数 

      

      

      

      

      

      

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液

消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。 
   ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  

別記様式第１                             消火器具（その２） 

消 

火 

器 

の 

内 

部 

等 

・ 

機 

能 

・
内
筒
等 

本
体
容
器 

本 体 容 器          

内 筒 等          

液 面 表 示          

薬
剤 

消
火 

性 状          

消 火 薬 剤 量          

加 圧 用 ガ ス 容 器          

カッター・押し金具          

ホ ー ス          

開閉式ノズル・切替式ノズル          

指 示 圧 力 計          

使用済みの表示装置          

圧 力 調 整 器          

安 全 弁 ・ 減 圧 孔 
（排圧栓を含む。）          

粉 上 り 防 止 用 封 板          

パ ッ キ ン          

サイホン管・ガス導入管          

ろ 過 網          

放 射 能 力          

火
用
具 

簡
易
消 

外 形          

水 量 等          

備 

考 

 

測
定
機
器 

機 器 名 型 式 校正年月日 製造者名 機 器 名 型 式 校正年月日 製造者名 

        

        

        
 
器 種 名 設 置 数 点 検 数 合 格 数 要 修 理 数 廃 棄 数 

      

      

      

      

      

      

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液

消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。 

   ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 
   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  




